
社會
醫
學
及
統
計

佛
國

二
於

ケ

ル
結
核
療
養
施

設

二
關

ス
ル
法
規

次
ノ
玉
篇
ハ
佛
國
衛
生
法
規
中
ヨ
リ
結
核
療
養
所
二
關
ス
ル
法
規
ヲ
内
務
省
衛
生
局
ニ
テ
摘
出
醗
課
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ

(第

一
)

結
核
患
者
施
療
所
設
立

二
關

ス
ル
↑
九
百
十
六
年
四
月
十
五
日
ノ
法
律

(第

二
)

結
核
患
者
榑
地
療
養
所
設
立

二
關

ス
ル
千
九
百
十
九
年
九
月
九

日
ノ
法
律

(第
三
)

患
者
縛
地
療
養
所

ノ
設
立
経
樽
及
監
督

二
關

ス
ル
千
九
百
二
十
年
八
月
十
日
ノ
大
統
領
令

囹
結
核
患
者
施
療
所
設
立

二
關

ス
ル
千
九
百
十
八
年
四
月
十
五
日

ノ
法
律

第

一
章

公
立
肚
會
衛
生
結
核
豫
防
施
療
所

第

一
條

本

法

二
規
定

セ
ル
條
件

ヲ
以
テ
公
立
肚
會
衛
生
結
核
豫
防
施
療
所
ヲ
設
ク

ヴ
コ
ト
ヲ
得
、
此
施
療
所

ハ
特

二
結
核
豫
防
激
育
、
豫

防
及
ビ
衛
生

ノ
勧
告
、
養
育
院
、
縛
地
施
療
所
、
養
生
院
、
豫
後
養
生
院
等

二
於

ケ
ル
傳
染
病
患
者
牧
容

・
確
保
及
ビ
便
易
、
公
衆

・

爲
メ
患
者

ノ
汚
染

セ
ル
襯
衣
、
器
且
へ

場
所
、
住
居

ノ
浦
毒

二
任

ス

此
施
藥
所

ハ
地
方
所
在
衛
生
、
救
濟
機
關
ト
協
議

シ
テ
貧
困
患
者

ノ
無
料
診
察
及
ビ
投
藥

ヲ
行
フ

一公
立
施
藥
所

ハ
本
法
第
七
條
及
ピ
第
八
條

二
規
㎜定

ス
ル
料
金
ヲ
以
テ
之

ヲ
止
ハ祓
田
組
合
及
ピ
妓
心詮
口…機
關

二
使
用

セ
シ
ム
ル

コ
ト
ヲ
得

第

二
條

公
立
施
療
所

ハ
公
盆
機
關

ニ
シ
テ
本
法
ノ
規
定

二
抵
燭

セ
川
場
所
ヲ
除

キ
千
九
百
十

二
年
十

二
月

二
十
三
日

ノ
法
律
第
十
四
條
乃

至
第
二
十

一
條

二
規
定

セ
〃
廉
賃
住
宅
事
務
局

ノ
瓶
則
ヲ
畢
ゲ
テ
之

ヲ
公
立
施
療
所

二
適
用

ス
但
第
十
六
條

二
規
定

セ
ル
大
統
領
合

ヲ

以
テ
許
可

ス
ペ
キ
施
療
所

ノ
公
債

ハ
年
額
五
萬
法
以
下

ト
ス

第
三
條

公
立
施
療
所

ハ
縣
會
及
ピ
市
會

ノ
諮
問

ヲ
経
其
意
見
ヲ
徴

シ
行
政
規
則
ノ
形
式

ヲ
以
テ
獲

シ
タ
ル
大
統
領
令

ヲ
以
テ
之
ヲ
設
ク

融
會
腎
學
及
読
計

七
妃
七



就
會
腎
廓
及
統
計

七
九
八

公
立
施
療
所
経
螢

ノ
許
可

ハ
場
所
及
ビ
職
員

ノ
能
カ

ニ
關

ス
ル
縣
衛
生
會
議

ノ
槍
査
後
知
事
之

ヲ
許
可

シ
縣
衛
生
會
議

ハ
知
事

ノ
権
下

二
立

チ
テ
公
立
施
療
所
経

管
ノ
恒
久
監
督

ヲ
行
フ

第
四
條

盟
二

叉

ハ
歎
多
公
立
施
療
所

ノ
経
螢

ハ
理
事
會
議
之

二
任
ズ

理
㌦事
會
議

ヲ
組

織

ス
ル
者

ハ
左

ノ
如

シ

第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
十 九 八 七 六 五 四 三 ニ ー

縣
會
作
製
ノ
名
簿

二
就
キ
ク
知
事
ノ
選
定
セ
ル
者

一
名

縣
會
指
定
者

一
名

公
立
施
療
所
経
管
参
加
市
會
指
定
者

一
名

縣
衛
生
會
議
指
定
者

一
名

廉
賃
住
宅
保
護
委
員
會
指
定
者

一
名

知
事
指
定
施
療
馨

一
名

公
立
施
療
所
々
屠
匠
域
所
在
鴇
師
組
合
代
表
者

}
名

公
立
施
療
所
々
在
市
町
村
衛
生
署
長

一
名

大
學
随
視
學
官

ノ
推
薦

二
基
ヅ
キ
テ
知
事
ノ
任
命
セ
ル
小
學
校
男
敢
員
叉

ハ
女
敷
員

一
名

公
立
施
療
所
ト
ノ
契
約

二
基
ヅ
キ
會
員
ノ
爲
メ
之
ヲ
利
用
セ
ル
共
濟
組
合
代
表
者

一
名

理
事
會
議

々
員

一
名

ヲ
以
テ
專
任
理
事

ノ
職
務
ヲ
執

ラ
シ
ム

第
五
條

公
立
施
療
所

ノ
職
員

ハ
理
事
會
議
之

ヲ
任
命

シ
警
員
、
調
査
員
、
男
女
衛
生
指
導
員
、
男
女
看
護
員
各

一
名

叉

ハ
歎
名

ヨ
ソ
成
り

調
査
員
及
衛
生
指
導
員

ハ
特

二
衛
生
調
査
及
即
時
叉

ハ
患
者

ノ
住
所

二
於
ヶ

〃
衛
生
指
導

二
任
ズ

第
六
條

公
立
施
療
所

ノ
臨
時
費

ハ
建
物
ノ
築
造
、
敷
地

ノ
設
備
、
器
具
ノ
購
入
及
装
置

二
關

ス
ル
創
業
費
叉

ハ
擶
張
費

ヲ
含

ム

臨
時
費

ノ
財
源

ハ
個
人
、
團
禮
、
市
町
村
、
縣
、
國
之
ヲ
分
携

シ
且
賂
與
、
遺
賂
、
補
助
金
、
公
債

ノ
所
得
ヲ
以
テ
之

二
充

ッ

市
町
村
、
縣
及
ゼ
各
公
設
機
關

ハ
無
償

ニ
テ
土
地
、
敷
地
、
建
物

ヲ
立
公
施
療
所

二
譲
與

シ
テ
其
創
業
費

ヲ
分
搬

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
公
立



施
療
所

ノ
公
債

ハ
其
公
立
施
療
所

ノ
経
常
牧
入
ヲ
以
テ
之

二
充
テ
市
町
村
又

ハ
縣
乏

ヲ
保
澄

ス
〃
コ
ト
ヲ
得
共
濟
組
合

ハ
第
八
條

二
規

定
セ
ル
條
件
ヲ
以
テ
公
立
施
療
所

ノ
臨
時
費

ヲ
分
指

ス
〃
コ
ト
ヲ
得

國
庫

ハ
競
馬
及
ピ
競
技

ノ
所
得

ヨ
リ
控
除

セ
ル
純
敗
入
ヲ
以
テ
公
立
施
療
所

ノ
臨
時
費

ヲ
補
助

ス

第
七
條

公
立
施
療
所
ノ
経
常
費

ハ
一
切

ノ
歳
出
及
殊

二
公
債

ノ
利
子
及
償
還
額

ノ
支
彿
、
建
物
賃
借
料
、貧
困
患
者
救
濟
費
醤
員

ノ
報
酬
、

職
員

ノ
俸
給
、
…機
械
、
藥
捌
、
消
毒
剖
、
纐
帯
材
料

ノ
購
入
費

ヲ
含

ム

維
常
費

ノ
財
源

ハ
賠
與
及
遺
賂

ノ
所
得
、
特

二
経
常
費

二
充
當

セ
ル
補
助
金
、
其
公
立
施
療
所
及
本
條
末
項

二
規
定

セ
ル
市
町
村
、
縣
、

各
公
共
機
關
及
國

ノ
分
携
額
ヲ
含

ム

公
立
施
療
所

ノ
固
有
牧
入

ハ
成
規

ノ
料
金

二
基
ケ

ル
個
人
叉

ハ
團
艦

ノ
納
付
金

ヨ
リ
成

ル
此
料
金

ハ
知
事
之

ヲ
轡
師
會
及
理
事
會
議

ト

協
定

ス
此
料
金

ノ
割
引

ハ
同

一
ノ
手
績
ヲ
以
テ
之

ヲ
團
膿
、
共
濟
組
合
及
慈
善
機
關

二
許
可

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

⊥
掲
財
源

二
由
リ
テ
自

ラ
支
辮

ス
〃
コ
ト
能

ハ
ザ

川
公
立
施
療
所
ノ
経
費

ハ
市
町
村
ガ
其
創
立

二
同
意

セ
〃
力
叉

ハ
縣
ガ
特

二
之

ヲ
無

料
馨
療
救
濟
又

ハ
公
衆
衛
生
補
助
機
關

ト
認

メ
タ

ル
場
合

二
於
テ
千
八
百
九
十
三
年
七
月
十
五
日
ノ
施
療
法
附
周
料
金
表
及
ビ
千
九
百

二
年

二
月
十
五
日

ノ
衛
生
法
所
掲
経
費
分
捲
法

二
由
リ
テ
認
可

セ
ル
豫
算

ノ
範
園
内

二
於
テ
市
町
村
、
縣
、
國
之
ヲ
分
憺

ス

第

二
章

相
互
施
療
所
及
私
立
施
療
所

第

入
條

共
濟
組

合
及
聯
合
共
濟
組
合

ニ
シ
テ
施
療
所

ヲ
創
立
若

ク

ハ
経
螢

ス
ル
者

ハ
縣
倫

二
規
定

セ
ル
普
通
法
ノ
料
金
率

二
由
リ
テ
其
施

療

ヲ
組
合
加
入
者
以
外

ノ
者

二
籏
充

ス
〃
コ
ト
ヲ
得
此
場
合

二
於
テ

ハ
本
法
第
三
條

二
由
リ
テ
知
事

ノ
認
可

ヲ
経

ル
ゴ
ト
ヲ
要

ス
此

ノ

如

ク
設
立
セ

ル
施
療
所

ハ
之
ヲ
管

理
セ
ル
共
濟
組
合
ト
猫
立

シ
テ
法
人
ヲ
爲
サ
ズ
而

シ
テ
相
互
施
療
所

ハ
千
八
百
九
十
八
年
四
月

一
日

ノ
法
律

二
規
定
セ
ル
利
釜
ヲ
受
ク

本
條

二
由
リ
テ
設
立

セ
ル
施
療
所

ハ
市
町
村
、
縣
、
各
公
共
機
關
及

ビ
國

ノ
補
助
ヲ
受

ク
ル
コ
ト
フ
得

共
濟
組
合
及
聯
合
共
濟
組
合

ニ
シ
テ
本
條
第

一
項

二
由

リ
テ
施
療
所

ヲ
設
立

ス
〃
モ
ノ

ハ
自

ラ
其
施
療
所

ヲ
管
理

ス
但
補
助
金

ノ
管
理

二
就
テ

ハ
其
組
合
叉

ハ
聯
合
組
合

ノ
事
務
所

二
救
倭
事
務
所
代
表
者

一
名
及
衛
生
署
長

一
名

ヲ
参
加
セ

シ
ム
ル

コ
ト
ヲ
要

ス

融
會
腎
嬰
及
統
誹

七
九
九



計
肋曹
一墜
學
及
統
計

入
○
○

共
濟
組
合
及
聯
合
共
濟
組
合

ニ
シ
テ
⊥
禍
條
件
ヲ
必
テ
施
療
所

ヲ
設
立

セ
ル
モ
ノ

ハ
公
立
施
療
所
ト
共

二
其
創
業
費

二
充

テ

ム
ガ
爲
メ

千
九
百
十

一
.件
十
二
月
二
十
三
H

ノ
廉
賃
住
宅
法
第

三
條

一一
依
リ
テ
資
金

ノ
融
通
ヲ
享

ク
ル
コ
ト
ヲ
得

共
濟
組
合
及
聯
合
共
濟
組
合

ハ
千
八
百
九
十
八
年
四
月

一
日
ノ
共
濟
組
合
法
第
十
七
條
及
第

二
十

一
條

ノ
規
定

二
反

シ
負
換
及
充
當

ナ

キ
資
金

ノ
五
分

一
以
内

ヲ
翠
ゲ
テ
本
條

ノ
適
用

二
依

リ
之

ヲ
施
療
所

ノ
設
立

二
關

ス
ル
組
合
ノ
持
分
叉

ハ
債
券
公
立
施
療
所

二
封

ス
ル

抵
當
貸
付
又

ハ
施
療
所
ノ
繧
常
財
源

二
供

ス
ッ
コ
ト
ヲ
得

第
九
條

慈
薄
事
業

二
從
事

ス
ル
團
膿
及
個
人

ニ
シ
テ
慈
善

ノ
目
的
ヲ
以
テ
既

二
施
療
所

ヲ
設
立

シ
又

ハ
將
來
之
ヲ
設
立

シ
テ
本
法

二
規
定

セ

ル
方
式

二
依

リ
其
施
療

ヲ
結
核

ノ
豫
防

二
旛
充
セ
ン
ト
欲

ス
〃
モ
ノ

ハ
願
書

ヲ
知
事

二
提
出

シ
テ
前
條
第

二
項
及
ビ
第
四
項

一丙
規
定

セ
ル
利
盆
ヲ
享

ク
〃

コ
ト
ヲ
得

此
願
書

一二

補
助
金

ノ
用
途
明
細
案
ヲ
添
付

ス
ル
ゴ
ト
9
要

ス
知
事

ハ
願
書

ノ
受
理

ス
。ヘ
キ
ヤ
否
ヲ
決
定

ス
右
補
助
金

ノ
用
途

二
關

ス

ル
報
告
書

ハ
毎
年
末
之
ヲ
知
事

二
提
出

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス

慈
薄
團
膿
又

ハ
個
入

ノ
施
療
所

ハ
衛
生
機
關
監
督

ノ
下

二
立

ッ

第
三
章

公
立
救
濟
、
衛
生
機
關
附
屡
施
療
所

第
十
條

現
芦
仔
一法

二
由
リ
テ
市
町
村
、
一縣
、
〃介
噌公
北
ハ…機
關

二
於
テ
餅
}
二
珈収
立

シ
又

ハ
將
來
・設
立

セ
ン
ト

ス
ル
施
療
所

ハ
一本
曲法
第
⊥
ハ
條
乃
至
～第

八
條

二
規
定

セ
ル
利
盆
ヲ
享

ク

ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
章

公
立
施
療
所

ノ
強
制
設
立

の

節
十

一
條

一
又

ハ
薮
多
市
町
村

ノ
地
域
内

二
於

テ
其

ノ
住
民
死
亡
歎
五
年
間
相
踵
デ

全
國

ノ

李
均
死
亡
峯

ヲ
超
過

セ
〃
ト
キ

ハ
市
町
村

曾
、
高
等
衛
生
會
議
、
縣
衛
生
會
議

及
ピ
縣
會

ノ
諮
胸
ヲ
維
タ

ル
大
統
領
合
ヲ
以
テ
耐
會
衛
生
、
結
核
豫
防
施
療
所
ノ
設
立

ヲ
命
ズ

市
町
村
又

ハ
關
係
市
町
村
.
縣
及
國

ハ
千
九
百
十
三
年
七
月
十
四
日

ノ
法
律

二
規
定

セ
ル
料
金
峯

二
基
ヅ
キ
テ
上
掲
施
療
所

ノ
創
立
費

ヲ
分
推

ス

市
町
村
會

ガ
大
統
領
令
公
布

ノ
日

ヨ
リ

一
ケ
月

ノ
期
間
内

二
於

テ
施
療
所

ノ
設
立

二
著
手

セ
ズ
若

ク

ハ
之
ヲ
拒
絶

シ
叉

ハ
三
ケ
月
間
之



ヲ
議
決

セ
ザ

ル
ト
キ

ハ
知
事

ハ
縣
令
ヲ
以
テ
職
権

'一
依
り
之
ヲ
施
行

ス
此
規
定

ハ
本
法
登
布
後
三
年
ヲ
経

テ
之

ヲ
施
行

ス

本
法

ハ
元
老
院
及
代
議
院
ノ
可
決
ヲ
経
サ
國

法
ト
シ
テ
之
ヲ
施
行

ス

囹
結
核
患
者
輻
地
療
養
所
設
立

二
關

ス
ル
千
九
百
十
九
年
丸
月
九
日
ノ
法
律

第
二
章

公
立
結
核
患
者
轄
地
療
養
所

第

一
條

公
立
結
核
患
者
轄
地
療
養
所

ハ
結
核
専
門
治
療
機
關

ニ
シ
テ
其
管
理

ハ
國
、
縣
、
市
町
村
又

ハ
公
共
機
關

二
属

シ
國

ハ
其
経
螢
費

ヲ
分
撫

ス

,

公
盆
團
膿
叉

ハ
共
濟
組
合
及
聯
合
共
濟
組
合

ノ
輕
螢

セ
ル
結
核
患
者
轄
地
療
養
所

ハ
之

ヲ
公
立
結
核
轄
地
療
養
所

二
準

ジ
本
法
ノ
規
定

ヲ
受

ケ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第

二
條

國

ハ
第

一
條

二
揚
グ

ル
公
立
結
核
患
者
轄
地
療
養
所

ノ
設
立
、
整
頓
、
籏
張
及
改
造
ノ
爲
メ
之

二
補
助
金
ヲ
下
付

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

但
此
種
機
關

ハ
千
九
百
十
⊥
ハ
年
四
月
十
五
日
ノ
法
律

二
規
定

セ
ル
手
績
ヲ
以
テ
設
立

セ
ル

一
叉

ハ
数
多

ノ
施
療
所

二
属

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス此
補
助
金

ハ
其
経
費

ノ
ニ
分

ノ

一
ヲ
超

エ
ル
コ
ト
ヲ
得

ズ
此
補
助
金

ハ
其
場
所
、

設
計
及
見
積
書

ト
共

二
之
ヲ
内
務
大
臣

ノ
認
可

二
付

シ
内
務
大
臣

ハ
次
條

二
列
翠

セ
ル
結
核
患
者
轄
地
療
養
所
病
室

ノ
鍬
ヲ
定

ム

國
庫

ガ
千
九
百
十
五
年
十
月
十
八
日

ノ
法
律
螢
布
以
來
内
務
省

ノ
豫
算

二
就

キ
叉

ハ
結
核
軍
人
治
療
所
設
備

ノ
爲
メ
開
職

ノ
初

ヨ
リ
陸

軍
省

ノ
豫
算

二
就

キ
テ
銑

二
支
出

シ
叉

ハ
支
出

セ

ン
ト
ス
ル
経
費

ハ
之

ヲ
前
項
所
掲
分
憺
金
中

二
算
入

ス

第
三
條

國
、
縣
、
市
町
村

ハ
本
法
規
定
ノ
比
峯
ヲ
以
テ
千
八
百
九
十
三
年
七
月
十
五
日
ノ
施
療
法

ノ
適
用

ヲ
受
ク
ベ
キ
患
者

ノ
公
立
結
核

患
者
轄
地
療
養
所
入
所
費
ヲ
分
推

ス

縣
施
療
部

ハ
患
者
救
助
籍
所
在
地
域
内

二
於
ケ

ル
最
先
牧
容
病
院

ノ
患
者

日
費
定
額

ヲ
負
澹

シ
國
庫

ハ
其

ノ
他

ノ
費
用

ヲ
負
澹

ス

國
庫

ハ
又
左

二
揚
グ

ル
患
者

ノ
費
用

ニ
シ
テ
其
不
足
額
ヲ
負
憺

ス

第

一

三
年
以
上
共
濟
組
合

二
加
入

セ
ル
長
期
患
者

趾
會
馨
學
及
統
計

入
〇
一



紅
會
盟
學
及
統
計

入
〇
二

第
二

公
立
結
核
患
者
縛
地
療
養
所

ノ
設
立

ヲ
確
保

セ
ル
慈
善
組
合
叉

ハ
聯
合
組
合
所
属
患
者

第
三

千
八
百
九
十
三
年
七
月
十
五
日
ノ
施
療
法

ノ
適
用

ヲ
受

ケ
ザ

ル
患
者

ニ
シ
テ
肚
會
衛
生
、
結
核
豫
防
施
療
所
ガ
其
入
所
ヲ

請
求
セ
ル
モ
ノ
但
此
種
患
者
ガ

一
部
叉

ハ
全
部

ノ
U
費

ヲ
自
辮

ス
ル
ノ
資
力

ア

〃
ト
キ

ハ
國

ハ
後
日
此
患
者

二
封

シ
随
時
求

償
擢
ヲ
有

ス

千
八
百
九
十
三
年
七
月
十
五
日
ノ
施
療
法

二
依
リ
市
町
村
所
属
病
院

ノ
指
定
ナ
キ
ト
キ

ハ
本
條
第
二
項
及

ビ
第
三
項

二
依
リ
患
者
救
助

籍
所
在
最
近
接
病
院

ノ
日
費

二
基
キ
テ
國
庫

ノ
負
憺

ス
ベ
キ
補
足
額

ヲ
算

定

ス

患
者

ノ
入
院

ハ
施
療

ヲ
享

ク
ル
者

二
在
リ
テ

ハ
患
者
救
助
籍
所
属
縣
知
事
、
爾
除

ノ
患
者

二
在
リ
テ

ハ
結
核
患
者
轄
地
療
養
所

々
在
地

縣
知
事
之

ヲ
決
定

ス

患
者
給
養

口
費

ノ
最
高
額

ハ
各
療
養
所
毎

二
内
務
省
倉

二
基
キ
テ
之

ヲ
定

ム
此
省
含

ハ
毎
年
之
ヲ
改
正

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

此

日
費

ハ
例
外

ノ
場
合

二
於
テ
管

理
團
騰

ノ
請
求

二
依
リ
當
該
年
次
中
陥
時
之

ヲ
改
正

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

第
四
條

内
務
大
匝

ノ
獲
議

二
基
ヅ
キ
常
置
結
核
委
員
會

ノ
意
見

ヲ
徴
シ
大
統
領
倉

ヲ
以
テ
本
法
ノ
施
行
條
件
殊

二
左
ノ
諸
條
件
ヲ
定

ム

第

一

公
立
結
核
患
者
縛
地
療
養
所

ノ
建
物
及
経
螢

ノ
技
術
上
及
衛
生
上

ノ
條
件

第
二

管
轄
官
盛

ノ
監
督
條
件

第
三

療
養
所

ノ
職
員

二
樹

ス
ル
権
力
及
ビ
其
管

理
上
責
任

ノ
蹄
属

ス
。ヘ
キ
幣
長

ノ
競
争
探
用
條
件

第
五
條

縣
施
療
部

ノ
救
助
ヲ
受

ク
。ヘ
キ
結
核
患
者
ヲ
牧
容

ス
。ヘ
キ
轄
地
療
養
所
ノ
設
ナ

キ
縣

ハ
本
法
登
布
後
五
年
内

二
公
立
轄
地
療
養
所

又

ハ
公
立
轄
地
療
養
所
ナ
キ
ト
キ

ハ
私
立
轄
地
療
養
所
ト
特
約

ヲ
結

ビ
テ
其
牧
容
ヲ
確
保

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
縣
會

ガ
上
掲
期
間
内

二
其

議
決
ヲ
爲
サ

ゾ
ル
ト
キ

ハ
参
事
院

ノ
諮
訥
ヲ
経

タ
ル
大
統
領
命

ヲ
以

テ
之

ヲ
命
ズ

縣
ガ
私
立
縛
地
療
養
所
ト
契
約
ヲ
結

ベ
ル
ト
キ

ハ
其
契
約

ハ
内
務
省
倉
ヲ
以
テ
之
ヲ
認
可

シ
内
務
大
臣

ハ
其
患
者

ノ
給
養

日
費

ヲ
定

ム

此
日
費

ハ
毎
年
之
ヲ
改
正

ヌ
ル
亨
ト
ヲ
得

國

ハ
本
法
第
三
條

二
規
定

セ
ル
條
件

ヲ
以
テ
私
立
縛
地
療
養
所
牧
容
患
者
ノ
給
養
費

ヲ
分
憺

ス



第
六
條

縣
、
市
町
村
及
ビ
爾
徐

ノ
團
燈

ニ
シ
テ
公
立
縛
地
療
養
所
設
立
参
與
上
募
債

ノ
義
務

ア

〃
モ
ノ

ハ
千
九
百
十
二
年
十
二
月
二
十
三

日
ノ
法
律
ヲ
以
テ
改
正
セ
ル
千
九
百
六
年
四
月
十

二
日
ノ
法
律

二
依
リ
廉
賃
住
宅
建
築
資
金
ヲ
利
用

ス
〃

コ
ト
ヲ
得

第

二
章

私
立
結
核
患
者
縛
地
療
養
所

第
七
條

私
立
簿
地
療
養
所

ハ
本
法
第

一
條

二
規
定
セ
ル
條
件
以
外

ノ
團
膿
、
組
合
、
聯
合
組
合
叉

ハ
個
人

ノ
設
立
セ
ル
結
核
患
者
療
養
機

關
ナ
リ

私
立
輻
地
療
養
所
ノ
建
物
及
脛
螢
上

ノ
技
術
及
衛
生
條
件
其
他
管
轄
官
臆

ノ
監
督
條
件

ハ
本
法
第
四
條
第

一
號
及
第
二
號

二
規
定

セ
〃

大
統
領
令

ヲ
以
テ
之
ヲ
定

ム

私
立
蠣
四地
療
養
所

ハ
任
止息
自
ラ
其
瞥
口貝
ヲ
撰
～任

ス
〃
コ
ト
ヲ
得

本
法
第
五
條

二
依
リ
縣

ト
特
約
ヲ
結

ベ
ル
私
立
轄
地
療
養
所

ハ
知
事

ノ
認
可
ア
ル

ニ
非
ザ

レ
バ
警
員

ノ
指
揮

ヲ
憂
更

ス
〃

コ
ト
ヲ
得
ズ

之

二
違
反

ス
ル
ト
キ

ハ
其
契
約
ヲ
無
致
ト

ス
但
大
統
領
令

二
關

シ
テ
本
法
第
四
條
第
三
號

二
規
定

セ
ル
條
件

二
依
リ
探
用
セ
ル
馨
員

ノ

一
人

二
其
指
揮
ヲ
委
任

セ
ル
ト
キ

ハ
此
限

二
在

ラ
ズ

第
八
條

私
立
轄
地
療
養
所

ヲ
設
立

セ
ン
ト
欲

ス
ル
團
禮
叉

ハ
個
人

ハ
其
願
書

ヲ
管
轄
縣
知
事

二
提
出

シ
知
事

ハ
之

二
調

シ
テ
領
牧
書
ヲ
交

付

ス
本
法
螢
布

ノ
當
時
既

二
存
在

セ
ル
私
立
轄
地
療
養
所

モ
亦
六
箇
月
内

二
其
届
出
ヲ
爲

ス
コ
ト
ヲ
要

ス

第
九
條

上
掲
期
間
内

二
届
出

ヲ
爲
サ
ズ
又

ハ
前
條
規
定

ノ
大
統
領
令
ヲ
執
行

セ
ザ

ル
ト
キ

ハ
其
療
養
所

ノ
閉
鎖
ヲ
命
ズ
閉
鎖

ハ
其
所
在
地

管
轄
槍
事

ノ
告
凝

二
由
リ
テ
司
法
裁
判
所
之

ヲ
宣
告

ス

本
法

ハ
元
老
院
及

ビ
代
議
院

ノ
可
決
ヲ
輕
國
法
ト
シ
テ
之

ヲ
施
行

ス

囹
結
核
患
者
輻
地
療
養
所

ノ
設
立
経
螢
及
監
督

二
關

ス
ル
千
九
百
二
十
年
八
月
十
日

ノ
六
統
領
令

第

一
編

公
立
結
核
患
者
轄
地
療
養
所

第

一
章

公
立
結
核
患
者
縛
地
療
養
所
及
ビ
準
公
立
結
核
患
者
轄
地
療
養
所

ノ
設
立
條
件

第

一
條

千
九
百
十
九
年
九
月
七
日
ノ
法
律
第

一
條
第

一
項

二
依
リ
設
立

セ
ル
公
立
輻
地
療
養
所

ハ
之
ヲ
其
牧
容
結
核
患
者

ノ
治
療

二
充

ッ

冠
會
竪
學
及
統
計

入
〇
三



融
會
隆
圏
疫
統
計

入
〇
四

第

二
條

千
九
百
十
九
年
九
月
七

日
ノ
法
律
第

一
條
第

一
項
及
第

二
項

二
掲
ゲ
タ

ル
團
禮

ニ
シ
テ
公
立
轄
地
療
養
所
叉

ハ
公
立
轄
地
療
養
所

二
準

ス
ル
縛
地
療
養
所
ヲ
設
立
.
整
頓
、
傭
張
又

ハ
改
造
セ

ン
ト
欲

ス
ル
者

ハ
其
計
書
案
ヲ
衛
生
大
肖

二
提
出

シ
テ
其
認
可

ヲ
受

ク
ル

コ
ト
ヲ
要

ス

第
三
條

計
書
案

ニ
ハ
左

ノ
諸
項
ヲ
掲
グ

第 第 第 第 第 第
六 五 四 三 ニ ー

轄
地
療
養
所

ヲ
設
立
叉

ハ
整
頓

ス
ベ
キ
敷
地
ノ
圖
面

構
内
地
積

設
計
書
及
ビ
見
積
書

牧
容
患
者

ノ
種
類
、
員
歎
及

ビ
性
別

附
属
施
療
所

ノ
名
稽

財
源

此
計
書
案

ハ
衛
生
大
臣
所
艦
專
門
委
員
會

ノ
審
査

二
付

ス
專
門
委
員
會

ヲ
組
織

ス
ル
者

ハ
左

ノ
如

シ

第 第 第 第 第
五 四 三 ニ ー

衛
生
省
救
濟
衛
生
局
長

一
名

當
該
官
廉
所
薦
衛
生
監
督
官
長

一
名
及
女
子
衛
生
監
督
官
長

一
名

衛
生
省
衛
生
参
事
官
二
名

常
置
結
核
調
査
委
員
中

ヨ
リ
衛
生
大
臣

ノ
指
定
セ
ル
委
員
六
名

(其
中
三
名

ハ
醤
師
ト
ス
)

衛
生
大
臣
指
定
建
築
技
師

一
名
及
衛
生
技
師

一
名

第
四
條

衛
生
大
臣

ハ
計
鍵
案

ヲ
認
可

シ
千
九
百
十
九
年
九
月
七

日
ノ
法
律
第

一
條
第

二
項

二
規
定

セ
ル
準
用

ヲ
宣
言

シ
國
庫

ノ
補
助
額
ト

第
三
條

二
規
定

セ
ル
患
者
ノ
員
数
ト
ヲ
決
定

シ
タ

ル
後
現
行
法
規

二
依
リ
計
書
案

二
封

ス
ル
訓
命
及

ビ
認
可

ノ
爾
鯨

ノ
手
績
ヲ
行

フ

第
五
條

衛
生
大
臣

ノ
許
可

ア
ル

ニ
非
ザ

レ
。ハ
工
事
施
行
中
設
計
案

ヲ
攣
更

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ズ

第
六
條

工
事

ノ
進
行

二
從

ヒ
國
庫
補
助
額

ノ
前
彿
ヲ
行

フ

コ
ト
ヲ
得
此
前
彿

ハ
補
助
総
額

ノ
三
分

ノ
ニ
ヲ
超

ユ
ル
う
ト
ヲ
得
ズ



第

二
章

公
立
轄
地
療
養
所
及
準
公
立
轄
地
療
養
所

ノ
技
術
及
衛
生
條
件

第
七
條

轄
地
療
養
所

ハ
之

ヲ
農
村

二
設
ヶ
煤
煙
、
塵
埃
、
都
會
又

ハ
工
場

ノ
登
散
物
ヲ
シ
テ
大
氣
ヲ
汚
濁

セ
ザ

ラ

シ
メ

ム
ガ
爲

メ
交
通
頻

繁
ナ

ル
道
路
及
住
民

ノ
集
團

ト
離
隔

セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
要

ス

轄
地
療
養
所

ノ
敷
地

ハ
之
ヲ
滲
透
性
乾
燥
地
盤

二
設
ケ
之

ヲ
シ
テ
通
風

二
富

ミ
且
天
然
防
風
物
存
在

シ
給
水
十
分

ニ
シ
テ
飲
用
水

二
富

メ

ル
コ
ト
ヲ
要

ス

輻
地
療
養
所

ハ
附
属
園
圃

二
圃
続

セ
ラ
川

・
力
叉

ハ
其
附

近

二
鍛
錬
療
法
用
森
林
ノ
存

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス

第
八
條

公
立
輻
地
療
養
所

ハ
之
ヲ
同
性
患
者

二
特
設

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
之
ヲ
爾
性

二
混
用

セ
ム
ト
欲

ス
ル
ト
キ

ハ
各

々
間
隔
ヲ
設
ケ
運
動

場

ヲ
有

ス
ル
各
別
ノ
建
物

二
牧
容

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス

第
九
條

轄
地
療
養
所

ハ
患
者
総
数
百
分

ノ
八
乃
至
十
以
上
ノ
比
例
ヲ
以
テ
寝
藁

一
個
ヲ
備

フ
ル
病
室
若
干
ヲ
設
ケ
疲
室

ハ
三
個
以
上
十
個

以
下

ノ
寝
壷

ヲ
備
付
ケ
病
室

ハ
九
孕
方
米
以
上
寝
室

ハ
寝
い常
一
個

二
付
六
李
方
米
以
上
ノ
面
積
ヲ
有

シ
総
テ
通
風
ノ
深
潤
共

二
宜

シ
キ

ヲ
得
十
分
ナ

ル
日
光
消
毒

ヲ
爲

ス
コ
ト
ヲ
得

ベ
キ
方
位

二
在

ル
コ
ト
ヲ
要

ス

第
十
條

療
養
所

ノ
内
部

ハ
輩

二
洒
拭

ヲ
以
テ
有
敷

二
消
毒

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
地
面

ハ
滲
透
性

ヲ
有

シ
床
板
及
ビ
障
壁

ノ
間
隙

ハ
之

ヲ
充
填

シ

其
床
面

ハ
滑
澤

ニ
シ
テ
洗
溝

ス
〃
コ
ト
ヲ
得
家
具

ハ
簡
素

ニ
シ
テ
寝
毫

ハ
之
ヲ
鐵
製

ト
シ
其
横
材

モ
亦
之

ヲ
金
脇

ト

シ
患
者
集
合
室

ハ

澗

ク
日
光
ヲ
受

ク
ル

コ
ト
ヲ
要

ス

第
十

一
條

輻
地
療
養
所

ハ
細
菌
科
、
放
線
科
、
咽
喉
科
、
實
験
室
、
唾
疾
及
唾
壺

ノ
熱
消
毒
、
洗
濯
前

ノ
汚
染
襯
衣
牧
納
地
下
室
、
患
者
用

食
器

ノ
熱
湯
溝
濯
、

「
ホ
ル
マ
リ

ン
」
消
毒
室
及

一
定
歎
ノ
浴
盤
、
寝
室

ノ
附
近

二
於

ケ
ル
衣
服
刷
彿
室
、
流
水
洗
面
所
、
病
館

二
接
近
セ

ル
便
所
、

一
列

二
長
椅
子

ヲ
按
排

シ
テ
方
位
宜

シ
キ
ヲ
得

タ
ル
日
光
療
用
歩
廊

ノ
設
備

ア
ル

コ
ト
ヲ
要

ス

第
十

二
條

本
有
公
布

ノ
際
既

二
存
立

セ
ル
公
立
縛
地
療
養
所
叉

ハ
其
準
用
韓
地
療
養
所

ハ
本
命
第
七
條
以
下

二
規
定

セ
ル
條
件
ヲ
具
備

セ

ザ

ル

コ
ト
ヲ
得
但
短
期
間
内

二
其
諸
條
件
ヲ
具
備

セ
シ
メ

ン
カ
爲

メ
之
ヲ
改
良

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス

第
三
章

公
立
轄
地
療
養
所

ノ
経
螢
條
件

融

統

計

入
〇
五



融
磁
田墜
凹㎜笈

幼
肌凱訂

入
(U)山ハ

第
十
三
條

本
法
第
三
條

二
掲
ゲ
タ

ル
患
者

ノ
公
立
轄
地
療
養
所

二
於

ヶ

ル
牧
容

ハ
所
轄
縣
知
事
、
其
他

ノ
場
合

二
於

テ

ハ
療
養
所

々
属
團

騰
代
表
者
其
療
養
所
馨
長

ノ
登
議

二
基
ヅ
キ
圭
治
讐
叉

ハ
療
養
所

舟
属
馨
員

ノ
諦
明
書
提
出
後

二
週
間
内

二
之
ヲ
決
定

ス
療
養
所
讐
長

ハ
成
規

ノ
順
位

二
依
リ
其

ノ
移
途

シ
來

レ
ル
牧
容
願
書

ヲ
分
類

ス

第
十
四
條

患
者

ノ
退
出

ハ
幣
療
上
瀧
會
⊥
及
ビ
風
紀
上

ヨ
リ
考
察

シ
テ
讐
長
之

ヲ
決
定

シ
其
理
由
ヲ
報
告
書
中

二
讃
明

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス

六
箇
月
以
上
療
養
所

二
於
ケ

ル
患
者

ノ
牧
容

ハ
讐
長

ノ
謹
明
書

ア
ル
ニ
非
ザ

レ
バ
之
ヲ
許
可

ス
ル
ゴ
ト
ヲ
得
ズ
醤
長

ハ
患
者

ノ
退
出
毎

二
即
時
之
ヲ
所
轄
縣
知
事
又

ハ
關
係
團
膿
代
表
者

二
通
知

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス

第
十
五
條

公
立
轄
地
療
養
所

ハ
其
管
理
團
膿
代
表
者
及
無
給
瞥
員
監
督

ノ
下

二
以
下
諸
條

二
規
定

セ
ル
條
件
ヲ
以
テ
所
長
タ

ル
讐
長
之

ヲ

管
理

ス

、

第
十
⊥
ハ
條

所
長
タ

ル
讐
長

ハ
療
養
所
ヲ
主
幹

シ
其
内
部

ノ
経
螢
財
産
及
牧
入
ヲ
管

理
シ
次
條

二
其
任
免
條
件

ヲ
規
定

ス
ル
讐
員
及
出
納
員

以
外

ノ
職
員
全
部

ヲ
監
督

シ
其
各
係
長

ヲ
任
免

ス

・

第
十
七
條

所
長

タ
ル
馨
長

ハ
支
彿

ヲ
命
金

シ
出
納
員

ハ
金
銭
物
品
ヲ
會
計

シ
且
療
養
所

ノ
経
螢

二
就
キ
テ
所
長
ヲ
輔
任

シ
其
任
命

ハ
療
養

所

ヲ
管
理

ス
ル
團
鵤
代
表
者
之

ヲ
行

フ

第
十
八
條

養
育
院
及
慈
善
機
關

ノ

一
般
纒
瞥
就
中
其
財
政
事
務
出
納
員
纒
理

ノ
監
督
及
會
計

ノ
手
績

二
關

ス
ル
法
規

ハ
前
諸
條

ノ
規
定

ト

抵
燭

セ
ザ

ル
範
園

二
於

テ
之

ヲ
公
立
縛
地
療
養
所

二
適
用

ス

第
十
九
條

監
督
委
員
會

ハ
委
員
九
名

ヲ
以
テ
之

ヲ
組
織

シ
毎
年
其
三
分

一
ノ
改
選

ヲ
行

フ

鑑
督
委
員

ハ
其
輻
地
療
養
所

ノ
管
理
力
國
、
縣
、
市

町
村
、
公
立
機
關
又

ハ
純
公
立
機
關

二
属

ス
ル

ニ
從

ヒ
知
事
、
市
町
村
長
、
公
立

機
關
又

ハ
純
公
立
機
關
管
理
委
員
長
之

ヲ
任
命

ズ
θ

縛
地
療
養
所
ガ
縣

二
属

ス
ル
ト
キ

ハ
縣
會
、
市
町
村

二
属

ス
ル
ト
キ

ハ
市
町
村
會
其
監
督
委
員
三
名

ヲ
任
命

ス

第

二
十
條

監
督
委
員
會

ハ
轄
地
療
養
所

一
切

ノ
事
業

ヲ
監
督

シ
其
内
規
、
豫
算
、
決
算
、
管
理
行
爲
帥

チ
財
産
管
理
方
法
、
工
事
設
計
案
、

起
訴
、
癒
訴
,
和
解
、
投
資
、

財
産

ノ
取
得
、
募
債
、
不
動
産

ノ
責
却
又

ハ
交
換
、
遺
賠
又

ハ
賂
與

ノ
受
諾
、
年
金

ノ
許
與

二
關

シ
テ



其
意
見
ヲ
述
ブ

第
二
十

一
條

所
長

タ
〃
幣
長

ノ
機
議

二
基

ッ
キ
其
轄
地
療
養
所
管
理
團
膿
代
表
者

ノ
承
認
ヲ
経

テ
監
督
委
員
會
ガ
可
決

セ
ル
規
則
ヲ
以
テ

内
部

ノ
組
織

ト
経
螢

ト
ヲ
規
定

シ
殊

二
所
長

ノ
任
命

セ
ル
職
員

ノ
任
命
及
進
級

ノ
條
件
、
紀
律
、
退
職
、
患
者
風
紀
問
題
及
榮
養
制
度

ヲ
定

ム

衛
生
、
救
∴濟
、
備
急
大
臣

ハ
各
種
團
騰

ノ
模
範
規
則
ヲ
定

ム

第
二
十
二
條

公
立
輻
地
療
養
所

ノ
儲
務

ハ
所
艮

タ
ル
瞥
長
及

一
名
叉

ハ
歎
名

ノ
讐
員
補
之
ヲ
確
保

ス

第
二
十
三
條

警
長
及
馨
員
補

ハ
所
内

二
居
佳

シ
所
外

ノ
診
療

二
從
事

ス
ル

コ
ト
ヲ
得
ズ
但
第
十
八
條

二
規
定

セ
ル
監
督
委
員
會

ハ
其
地
方

、

留
師

ノ
請
求

二
由
リ
之

二
醤

シ
テ
患
者
ノ
診
療
ヲ
許
可

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
許
可

ハ
之
ヲ
取
消

ス
コ
ト
ヲ
得

第

二
十
四
條

看
護
婦
長

ハ
⊥
ハ
箇
月
以
上
結
核
患
者
治
療
機
關

二
於
ケ

ル
見
習
ヲ
謹
明

セ
ル
カ
叉

ハ
看
護
婦
、
巡
訪
婦
養
成
學
校

ノ
卒
業
讃

書
ヲ
有

セ
ル
看
護
婦
中

ヨ
リ
之
ヲ
探
用

ス

第
二
十
五
條

準
公
立
縛
地
療
養
所

ハ
財
政
上
及
維
螢

上
共

二
猫
立

ス

準
公
立
轄
地
療
養
所

ハ
法
定
補
助
金

ノ
享
有

ト
補
助
金
決
定
ト
ノ
爲

メ
其
牧
支
ヲ
監
督

シ
テ
其
財
政
状
態
ヲ
確
定

ス
。ヘ
キ
會
計
表
ヲ
作

り
補
助
金
下
付
請
求
書

二
添
付

シ
テ
之

ヲ
提
出

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス

第
四
章

公
立
轄
地
療
養
所
機
員
任
用
條
件

第

二
十
⊥
ハ
條

公
立
轄
地
療
養
所

ノ
所
長
タ

ル
警
長

及
監
員
補

ハ
衛
生
、
救
濟
、
備
急
大
臣
之
ヲ
任
命

ス

所
長

タ

ル
留
長

ハ
本
法
第

二
十

一
條

二
規
定

セ
ル
監
督
委
員
會

ノ
作
製

セ
ル
適
任
者
名
簿

二
掲
ゲ
タ
ル
腎
員
補
中

ヨ
リ
ヲ
之
ヲ
選
任

ス

第
二
十
七
條

公
立
韓
地
療
養
所
々
属
醤
員
補
候
補
者

ハ
所
轄
縣
知
事
ヲ
維
テ
採
用
願
書
ヲ
衛
生
大
臣

二
提
出

シ
衛
生
大
臣

ハ
競
孚
候
補
者

名
簿

ヲ
確
定

ス

公
立
轄
地
療
養
所

々
属
醤
員
補

ハ
佛
人

ニ
シ
テ
齢
三
十
五
歳
ヲ
出
デ
.ス
犯
罪
人
名
簿

及
官
立
讐
科
大
學
ノ
授
與

セ
ル
讐
學
博
士

ノ
免
朕

ヲ
提
出

シ
且
試
験
所
及
結
核
患
者
治
療
機
關

二
於

ク
ル
實
地
練
習
ヲ
謹
明

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス

趾
會
醤
學
及
統
計

入
〇
七



冠
會
署
墨
及
統
計

醤
員
補

ハ
女
子
ヲ
以
テ
之

二
充

ッ
ル
コ
ト
ヲ
得

第

二
十
八
條

資
格
審
査
委
員
會

ハ
候
補
者

ノ
資
格
ヲ
審
査

シ
之
ヲ
ニ
種

二
分

チ
達
二

、

甘
六
一
一
ハ
「公
立
轄
…地
療
養
所

々
卍燭
殴響
貝
補
適
任
者
ト
爲

ス

資
格
審
査
委
員
會

ハ
左

ノ
委
員
十
名

ヲ
以
テ
之

ヲ
組
織

ス

第 第 第 第 第 第
六 五 四 三 ニ ー

入
○
入

ハ
ニ
年
以
上
幣
員
補

ノ
職
務
ヲ
執

レ
ル
瞥
長
適
任
者

委
員
長
タ
ル
救
濟
、
衛
生
局
長

一
名

衛
生
省
衛
生
参
事
官
二
名

衛
生
監
督
官
長
二
名

常
置
結
核
豫
防
委
負
タ
ル
馨
師
三
名
(資
格
審
査
委
員
會
所
專
属
專
門
委
員
候
補
者
名
簿
中

ヨ
リ
抽
椴
ヲ
以
テ
順
次
之

二
任

ス
)

聯
合
僻
師
同
業
組
合
互
選
代
表
者

一
名

佛
國
聯
合
惜
師
會
代
表
者

一
名

上
掲
五
名

ノ
殴
酊
師

ハ
瞥
長
及
ピ
幣
員
補

ノ
競
雫
任
用

二
加

ハ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

競
事
任
用
規
則

ハ
衛
生
省
倉
ヲ
以
テ
之
ヲ
定

ム

第

二
十
九
條

救
濟
、
衛
生
局
長

ハ
公
立
轄
地
療
養
所

々
属
馨
員

一
名
以
上
五
名
以
下

ノ
鋏
員

ア
ル
毎

二
資
格
審
査
委
員
會
ヲ
招
集

ス

資
格
審
査
委
員
六
名
以
上
ノ
出
席

ア
ル
ニ
非
ザ

レ
バ
有
敷

二
議
決

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。ス

第
三
十
條

醤
長
及
醤
員
補

ノ
定
負
、
俸
給
、
退
職
許
可
條
件
及
ビ
退
隠
料

ノ
定
率

ハ
大
藏

大
臣
及
衛
生
大
臣

ノ
副
署

セ
ル
大
統
領
倉

ヲ
以

テ
之
ヲ
定

ム

第
三
十

一
條

公
立
轄
地
療
養
所

々
属
騰
員

ハ
療
養
所

ヨ
リ
柱
居
、
鮎
燈
、
媛
房
、
洗
濯
費
、
自
己
及
家
族

ノ
有
償
給
養
、
毎
年

咽
箇
月
間

賜
暇
ヲ
受

ク
ル
権
利
ヲ
有

シ
醤
長

ハ
其
執
務

ノ
範
團

二
於
テ
結
核
會
議
=

参
列

ス
ル
ノ
義
務

ヲ
負

フ

第
三
十

二
條

衛
生
大
臣

ハ
次
條
規
定

ノ
留
保
ヲ
以
テ

在
職
三
年
後
公
立
輻
地
療
養
所

々
属
馨
員

ノ
進
級

ヲ
許
可

ス
此
三
年

ノ
在
職

ハ
救

濟
、
衛
生
局
長

ノ
爽
議

二
基
ヅ
キ
第

二
十
八
條

二
規
定
セ
ル
資

格
審
査
委
員
會

ノ
意
見
ヲ
徴

シ
テ
之

ヲ

一
年

二
減
ズ

ル

コ
ト
ヲ
得



公
立
縛
地
療
養
所
所
属
警
員

ノ
停
年

ハ
六
十
歳

ト
ス
但
之
ヲ
⊥
ハ
十
五
歳

二
延
長

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

笙

十
第 第 第 第 第 三
五 四 三 ニ ー 條

公
立
縛
地
療
養
所
所
属
署
員
ノ
職
務
上
ノ
過
失
叉

ハ
無
能
カ

ニ
封

ス
ル
制
裁

ハ
左
ノ
如
シ

戒
告

三
年
以
内
進
級
ノ
停
止

降
級

休
職

免
職

上
掲
腱
分

ハ
第
三
十
四
條

二
規
定

セ
ル
資
格
審
査
委
員
會
ノ
意
見
ヲ
徴

シ
テ
衛
生
大
距
之
ヲ
宣
告

ス
但
戒
告

ハ
此
限

二
在
ラ

ス

第
三
十
四
條

第

二
十
八
條

二
規
定

セ
ル
資
格
審
査
委
員
會

ハ
公
立
轄
地
療
養
所
所
属
馨
員
職
務
上

ノ
過
失
及
無
能
カ

ニ
就

キ
テ
其
意
見

ヲ

述

へ
且
其
制
裁

ヲ
登
議

ス
但
此
場
合

二
於
テ
聯
合
讐
師
組
合
及
佛
國
聯
合
隣
師
會
指
定
委
員

ハ
被
審

判
者
ノ
階
級

二
從

ヒ
讐
長
又

ハ
醤

員
補
各
々
二
名
ヲ
以
テ
之

二
代

ユ

第
三
十
五
條

本
魯
頒
布
後
五
年
間
所
長

ク
ル
醤
長

ノ
任
命

ハ
年
齢
、
見
習

ノ
條
件
ヲ
要
セ

ス
シ
テ
之

ヲ
行
フ
但
其
候
補
者

ハ
爾
鯨
諸
條
件

ヲ
具
備

シ
且
第

二
十
八
條

二
規
定

セ
ル
適
任
者
名
簿

二
記
載

セ
ラ
ル

・
コ
ト
ヲ
要

ス

第
五
章

公
立
鞍
地
療
養
所

二
封

ス
ル
當
該
官
憲

ノ
監
督

第
三
十
六
條

公
立
轄
地
療
養
所
及
準
公
立
縛
地
療
養
所

ハ
其
所
在
地
管
轄
知
事
及

ヒ
瞥
科
大
學
敷
授
叉

ハ
馨
學
專
門
學
校
敏
授
及
知
事
代

理
衛
生
監
督
官

ノ
監
督

ヲ
受

ク

公
立
轄
地
療
養
所
及
準
公
立
轄
地
療
養
所

ノ
高
級
監
督

ハ
現
行
規
則

二
規
定

セ
ル
條
件
ヲ
以
テ
衛
生
省
衛
生
監
督
官
長
之
ヲ
確
保

ス

内
務
大
臣
衛
生
大
臣
叉

ハ
知
事

ノ
特

二
指
定

セ
〃
者

ハ
随
時
公
立
縛
地
療
養
所
及
準
公
立
轄
地
療
養
所

二
臨

ム
テ
其
経
螢
ラ

調
査

ス
ル

ゴ

ト

ヲ

旦
可そ

第
六
章

私
立
縛
地
療
養
所

蹴
會
騎
學
及
統
計

入
〇
九



融
會
賢
畢
及
統
計

入
一
〇

第
三
十
七
條

本
令
第

二
章

ハ
之
ヲ
私
立
轄
地
療
養
所

二
適
用

ス

第
三
十
八
條

私
立
韓
地
療
養
所
ヲ
設
立

セ
ン
ト
欲

ス
〃
團
膿
叉

ハ
個
人

ハ
千
九
百
十
九
年
九
月
七

日

.
法
律
第
八
條

二
規
定

セ
ル
届
書

ヲ

知
事

二
提
出

シ
且
之

二
第

三
條
第

一
號
第

二
號
及
第
四
號

二
掲
ク

ル
書
類
、
病
室
及
治
療
室

ノ
圖
面
ヲ
添
付

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス

第
三
十
九
條

衛
生
大
距

ハ
第
三
條

二
描
ク

〃
意
見
會

ノ
意
見

ヲ
徴

ジ
右
届
出
後

二
箇
月
内

二
縛
地
療
養
所

ノ
必
要
ナ

〃
設
備

ヲ
爲

ス

ニ
至

ル
マ
テ
其
開
設
ヲ
禁

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
十
條

衛
生
大
臣
及
知
事

ハ
其
代

理
官

ヲ
シ
テ
轄
地
療
養
所
ヲ
監
督

シ
テ
其
纒
螢
状
態
及
條
件

ノ
適

否
ヲ
調
査

セ
シ
ム
ル
ゴ
ト
ヲ
得

第
四
十

一
條

衛
生
大
庫

ハ
本
令
施
行

二
任

シ
官
報

二
登
載

シ
テ
之
ヲ
法
令
彙
纂

二
合
綴

ス

終




